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今週のキーワード この制度の狙いはワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の確立にある。対象業

務は金融商品のディーラー、アナリスト、コンサルタント、システムエンジニ

アなど。長時間労働防止のため、労使が合意（５分の４以上）の上で、企業は

①年間 104 日の休日取得、②1 カ月間の在社時間の上限設定、③就業から翌日

の始業までに一定の休息を取ること――のいずれかを選択することが必須。 

高度プロフェッショナル
制度 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

個人事業主の所得拡大促進税制   
2014年分の所得税申告から初適用 

 

2014年分所得税の確定申告は２月16日から始ま

っているが、留意事項の一つに所得拡大促進税制が

ある。同税制は、すでに2013年４月から法人税で適

用されているが、所得税でも2014年分の確定申告か

ら適用がスタートする。 

個人事業主は、2013年が基準事業年度、2014年が

適用１年目となり、2014年に雇用者給与等支給額な

どの要件を満たしていれば、確定申告で所得税額控

除が受けられる。 

同税制は、青色申告書を提出する個人が、2014

年から2018年の各年において、雇用者給与等支給増

加額の10％相当額を所得税額から控除できる（控除

限度額は、適用年分の事業所得の金額に係る所得税

額の10％（中小企業者は20％）相当額）。 

適用要件は、まず(1)適用年分の雇用者給与等支

給額が、基準となる2013年分の雇用者給与等支給額

と比べて、2014年分・15年分は２％以上、2016年分

は３％以上増加していることがある。 

加えて、(2) 適用年分の雇用者給与等支給額が前

年分の雇用者給与等支給額を下回らないこと、(3)

適用年分の平均給与等支給額が前年分の平均給与

等支給額を下回らないこと、の３つの要件を満たす

ことが必要となる。雇用者給与等支給額とは、適用

する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算

入される国内雇用者に対する給与等の支給額をい

う。また、国内雇用者は、使用人のうち、事業主の

特殊関係者は除かれるので注意したい。 

「高度プロフェッショナル制度」創設 
平均給与額の３倍相当程度1075万円 

 

働いた時間でなく成果で賃金を決める「高度プ

ロフェッショナル制度」（正式名：特定高度専門

業務・成果型労働制）の創設が本決まりとなり、

厚労省は来年４月の施行を目指す。労働基準法改

正による労働時間規制の見直し案をまとめたも

ので、労働時間制度の選択肢の拡大である。 

賃金計算を「脱労働時間給」に置き、残業代支

払いはなく、長時間労働防止や有給休暇取得率を

高める狙いがある。対象業務は「高度の専門的知

識、技術又は経験を要する」性質の業務。金融商

品の開発業務、金融商品のディーリング業務、ア

ナリストの業務（企業・市場等の高度な分析業

務）、コンサルタントの業務（事業・業務の企画

運営に関する高度な考案又は助言の業務）、研究

開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会

で検討の上、省令で規定される。（省令のため変

更しやすく、今後対象拡大の可能性が高い）対象

労働者は本人の合意が必要で職務の範囲が明確

に定められ、その職務範囲内で働くもの。 

対象者の年収について「１年間に支払われるこ

とが確実に見込まれる賃金額が、平均給与額の３

倍を相当程度上回る」レベルの1075 万円を参考

に省令で定める。（今後この金額が下がる可能性

もあり対象者が増える）経営者側からは「生産性

アップを期待する」との声があるが、労働者側か

らは「年俸契約のような労働契約を結ぶ独立採算

型」との声も出ている。 
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